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龍頭ケ滝は島根県雲南
うんなん

市にあり、斐伊
ひ い

川の支流、三刀屋
み と や

川に注ぎ込む滝谷川にかか

る。日本の滝100選にも選ばれている中国地方随一の名瀑である。

滝が流れる巨大な岩の下は岩窟になっており、滝を裏側から見ることができる「裏

見の滝」でもある。中には滝観音や、水で表面が洗われほとんど顔の残っていない石

像が何体も祀られており、滝信仰の古さを物語る。周囲は鬱蒼
うっそう

とした杉林で、神聖で

神秘的な雰囲気である。

またこの滝は雌雄２つある滝の雄滝であり、すこし下流には雌滝もあるので併せて

鑑賞したい。毎年８月15日に滝広場で「龍頭が滝祭り」が開催される。

�表紙写真
島根県　龍頭ケ滝（りゅうずがたき）

＊ご意見募集中

広報委員会では、月刊不動産を充実した内容にす
るため、会員の皆さまから、本誌に対するご意見を募集
しております。
貴社名、ご氏名、所在地、電話番号を明記のうえ、郵

便またはFAXにてお願いします。

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-30 全日会館
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時代の変化と
不動産コンサルティングの在り方

2006、2007年（平成17年、18年）版

の土地白書では不動産市場を取り巻

く社会経済状況の構造変化として、

�人口構造、�産業構造、�企業経営、

�所有形態、�グローバル化の５つ

を挙げています。それぞれの内容を

少し掘り下げて考えてみましょう。

�人口構造の変化

日本の人口は図表�のように、最

近の50年間で4,400万人増えて１億

2,770万人に達しました。50年前の第

一次産業革命のあった1901年の人口

が4,400万人ですので、なんと100年で

３倍近くになっていることが分かり

ます。

ところが、今後の100年間では一

気に半減していきます。日本の特殊

出生率が2.08（その国の人口を維持す

るのに必要な割合で、簡単にいえば

夫婦２人から2.08人平均の子供が生

まれること）を割ったのが1974年です

ので、すでに33年連続して減少し続

けてきたのです。

現在の1.29は、超少子国家（特殊出生

率が1.3を割ると超少子国家といわれ

ています）と呼ばれる国 （々イタリアな

どの南ヨーロッパ国家や韓国、台湾、
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ダンコンサルティング株式会社

代表取締役 塩見　　哲
不動産コンサルタント 松岡　泰輔
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時代の変化と
不動産コンサルティングの在り方
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（図表�）　人口の将来動向 

  資料： 2002年以前は、各年総務省「国勢調査」による。�
　　　 2010年以降は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成14年１月推計）中位推計による。�
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１．不動産市場を取り巻く
環境



シンガポールなどの東アジア国家に

多い）の仲間に入ってしまいました。

その上、2005年には日本の高齢化

率は20.1％（65歳以上が人口に占める

比率）に達し、人口3,000万人以上の

世界37カ国の中で№１の座を獲得し

ました。

高齢化率が7.0％を上回ると高齢化

といわれ、17.0％を超えると超高齢

国家と呼ばれています。まさに日本

は超少子と超高齢の２冠をもつ唯一

の国家（イタリアが高齢化率19.7％、

特殊出生率1.30）になってしまったの

です。

その結果、外食産業、チェーンス

トア、百貨店などの消費指標とされ

る産業の売上高は1997年にピークと

なって以後、減少し続けています。

同時に、一世帯人口の減少（単身世

帯が全体の30％を超えている）や、平

均年齢の上昇に伴って高齢小規模世

帯が増加し、その結果、世帯構成の

変化、消費内容の変化、モノの利用

方法の変化、嗜好内容の変化など、

様々な日常の出来事に変化が現れて

きたのです。

生産年齢人口の減少（1995年ピー

ク）などはマクロ経済に影響を与え、

土地需要、住宅需要といった需要構

造にも大きな変化をもたらせてくる

はずです。図表�の2000年を境目と

した社会の動きを見ると理解するこ

とがたやすくなるでしょう。
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 （図表②）　2000年を軸とした社会の動き�
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�産業構造の変化

1801年の官営八幡製鉄所の設立

（第一次産業革命）以来成長してきた

土地集約的な重化学工業中心の二次

産業は、2000年ではＧＤＰ（名目国内

総生産ベース）の27.9％まで減少して

います（図表�）。1970年には50％近

くを占めていましたので、構成比が

半減したのです。重化学工業中心の

二次産業の特徴は、土地を広く利用

する土地集約的産業であったという

点に尽きます。つまり、土地のウエー

トがどんどん下降していったという

わけです。

新たに増加したサービス業を中心

とする第三次産業は、土地をあまり

必要としません。したがって、生

産・製造設備等の需要は今後ともさ

らに減少していくことでしょう。

その上、製造業自体にも大きな構

造変化がみられます。製造業が基礎

素材型から加工組立型へシフトして

いるからです。基礎素材型とは、鉄

鋼や化学系メーカーのことであり、

加工組立型とは、電気機器、輸送用

機材、精密機械メーカーをいってい

ます。加工組立型は基礎素材型と比

較して、単価面積当たりの付加価値

が高く、不動産的な立場でいうと、

土地を広く利用しなくてもよい産業

ということです。

�企業経営の変化

土地を担保に融資を行う間接金融

中心の社会から、資本市場から資金

提供を受ける直接金融への依存が高

まりだしています。

企業評価の基準が総資本利益率（Ｒ

ＯＡ）や株主資本利益率（ＲＯＥ）など

のような資産や資本の効率性が重視

されるようになりました。日銀の

「金融経済統計日報」をみると、こ

の10年間で銀行貸出残高は120兆円ほ

ど減少し、そのうち不動産担保融資

も80兆円ほど減少しています。

もちろん、大企業による借入金減

少によるものが多いのですが、会社

法新設によって資金調達の枠（私募

債発行の自由化など）も撤廃され、中

小企業でも直接金融による資金調達

が盛んに行われだしているのです。

さらに、減損会計の適用など、企

業会計制度の変更によって会計内容

の透明化、ディスクロージャーが当

たり前の社会になりだしています。

土地を所有することの優位性が失

われ、土地の収益力や利便性がより

一層勘案されるとともに、土地所有

のリスクを表面化させ、過去の含み

益経営主導型のスタイルに大きな変

化をもたらせているのです。

�所有形態の変化

定期借地権、定期借家権制度の導

入や不動産証券化などの手法が整備

されることで、土地の所有意識に大

きな変化が起こりだしています。

土地を所有するか利用するか、あ

るいは定期借地かなど、パターンが

自由に組み立てられ多種多様になっ

てきたからです。

これは多様な需要に応えられる環
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（図表③）　産業の構造の推移（名目国内総生産ベース）�
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境を土地市場にもたらせてきている

とともに、新たな土地需要を喚起し

ているといってもよいでしょう。

�グローバル社会への変化

ヒト・モノ・カネ・企業・情報などが地

球規模で動くようになってきまし

た。情報通信の高度化、貿易・投資

の自由化などが後押しを始めたから

です。

製造業においても国際分業の進展

により、海外進出が活発化し、海外

への設備投資の割合が上昇していま

す。最近は工場の国内回帰現象も一

部に見受けられますが、基本的には

最適な立地エリアを日本以外も含め

て戦略を立てるのが一般的になって

きました。

このことは見方を変えれば、土地

を輸入したのと同じ役割を果たして

いることになるわけです。

さらに、資金移動の国際化は、不

動産証券化市場の整備によって不動

産投資市場への海外からの投資資金

の流入を容易にしています。

不動産市場を取り巻く様々な社会

経済状況をみると、「不動産」とい

う資源（経営資源と社会資源）の在り

方が社会環境の変化とともに大きく

シフトしていることが分かります。

「いかに上手に活用するか」が最

も不動産価値を高めていく社会にな

りだしているということです。

所有しているだけの不動産は、資

産ではなく負債になりかねません。

不動産価値を高めるには、経営セン

スのあるプロフェッショナルに依頼

するか、自身がプロフェッショナル

に変わるかのどちらかしかないこと

が分かります。

こうした社会環境の変化を受け

て、先日、中小不動産会社のコンサ

ルティングビジネスに対するアンケ

ート調査が行われていました。掲載

されている新聞の結果を見ると、ほ

とんどの企業が不動産コンサルティ

ング業務を実施している様子です。

ところが内容を詳しく見ると、「独立

した業務として有償で行っている」

と回答した企業の割合は10％程度の

ようです。つまり、日常の仲介・管理業

務の付随として正に無償のサービス

として行っているのが現実です。

顧客の依頼レベルの向上に伴い、

結果としての相談業務は増している

ものの、事業としてのコンサルティ

ング業務にはつながっていない実態

が読み取れます。

ただ、「今後は報酬を取るように

したい」と意欲的な回答をした企業

も多く、そのためには土地の有効活

用や証券化などへの進出が不可欠と

の意見も出ています。

そもそもコンサルティングとは一

体何でしょうか。国語辞典には「専

門家の立場から相談に乗ったり指導

したりすること。また、企画・立案

を手伝うこと」と記されています。

これを不動産コンサルティングに

当てはめてみましょう。平成11年9

月に取りまとめられた「不動産コン

サルティング制度検討委員会報告

書」において、不動産コンサルティ

ング技能登録者が行う不動産コンサ

ルティング業務とは「依頼者との契

約に基づき、不動産に関する専門的

な知識・技能を活用し、公正かつ客

観的な立場から、不動産の利用、取

得、処分、管理、事業経営及び投資

等について、不動産の物件・市場等

の調査・分析等をもとに、依頼者が

最善の選択や意思決定を行えるよう

に企画、調整し、提案する業務」と

定義されています（傍線は筆者）。

ここで重要なことは、「誰のため

に」ということが明確に記されてい

る点にあります。「誰のために」と

はまさしく「依頼者」のことであり、

不動産所有者、不動産購入予定者、

あるいは不動産売却予定者などをい

います。不動産コンサルタントに業

務を依頼する様々な個人・法人を指

しているわけです。

中小不動産会社が行う一般的な不

動産コンサルティング業務も不動産

コンサルティング技能登録者の行う

業務と全く同じスタンスといっても

よいでしょう。

問題なのは記事にもあるとおり、

大多数の不動産会社が有償で、かつ

独立した業務として不動産コンサル

ティング業務を成し得ていないとい

うことです。今後、この問題をどう

クリアしていくかは、各社の企業努

力であることは当然のことですが、

すでにそのヒントとなるものが見え

隠れしています。

無償を有償にするためには何が必

要かを知る簡単な方法が２つあります。

一つは、「顧客になる」というこ

とです。顧客の立場に立てとはよく

言われますが、現実にはなかなか難

しい注文です。そこで本当の顧客に

なってみることです。

自社にとっての課題を、不動産コン

サルティングを有償で事業化している

プロフェッショナルに依頼するのです。
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２．不動産コンサルティング
業務とは何か

３．サービスのビジネス化へ
の手法



どんなレベルにどのぐらいのフィ

ーを支払うこととなるのか、その効

果とフィーバランスが合っているか

などを、コストをかけて理解すれば

よいのです。

もう一つは、「顧客に聞く」とい

うことです。例えば、不動産管理を

依頼されているビルのオーナーから

どんなことに悩んでいて、その悩み

を解決できればどのぐらいのフィー

を支払ってもよいかという情報を数

多く集めてみるということです。空

き地の活用や証券化によるファイナ

ンスなどといった具体的な悩みが聞

こえてくるはずです。

きちんと有償で行われている不動

産コンサルティング業務にスポット

を当ててみることが重要です。同時

に、コンサルティングを受ける側、

つまり依頼者側の立場に自社を置き

換えて考えることは、もっと重要な

ことです。どのような業務であれば

フィーを支払うに値するかというこ

とを突き詰められるからです。

おそらく、多くの企業が進出した

いと考えている「土地の有効活用」

や「相続・事業承継」あるいは「証券

化」業務などが該当してくることで

しょう。

「土地の有効活用」や「証券化」

などのコンサルティングに関する共

通項とは何でしょう。いずれもが、

依頼者とスポット的なかかわり方を

するのではなく、長期的に依頼者個

人若しくは企業とかかわっていくこ

とが前提となる業務です。

ここで土地の有効活用コンサルティ

ングをベースとして考えてみましょう。

土地の有効活用とは誰の土地の有

効活用なのかがコンサルティングの

基本になります。つまり、「誰から

お金をいただくのか」という点に絞

り込めば土地の有効活用の顧客が明

確になるということです。

例えば、建設会社からマージンを

いただくことでメリットが生じれ

ば、コンサルティングフィーが生じ

なくてもよいということになりま

す。この場合に顧客は、不動産オー

ナーではなく、その不動産オーナー

の不動産を利用してマージンを生み

出した建設会社ということになりま

す。したがって、「いかに有効に活

用するか」という業務ではなく、

「いかに建物を建てさせるか」とい

う業務に変わっていくはずです。不

動産コンサルティング業務ではな

く、建設受注コンサルタントになっ

てしまっているのです。

問題は、本当の顧客である不動産

オーナーに対して、「あなたのため

に」「公正かつ客観的な立場で」「顧

客が最善の選択や意思決定を行える

ように」という前提条件があるにも

かかわらず、本当のお客を建設会社

にしているという点にあります。

したがって、残念ながらほとんど

の「土地の有効活用」は不動産オー

ナー側に立ったコンサルティングが

なされることはありません。表面上

でいくら不動産オーナーのためと言

ってはみたものの、結局のところ自

社の営業を優先していると考えざる

を得ないのです。

それでは、本来あるべき「土地の

有効活用」とは何でしょう。一言で

言えば、依頼者である不動産オーナ

ーからコンサルティングフィーを得

て、徹底的に不動産オーナーの立場

に立つということです。

もう少し、詳しく解説すれば、そ

こに存在している土地の立地環境面

と時代認識を明確にした社会性に気

を配り、土地所有者の意向や考え方

を重視しながら土地を最大限有効に

生かすことということになります。

つまり、土地所有者が企業であれ

ばビジネスポリシーをベースとした

今後の経営戦略、個人であれば人生

哲学を土台にした将来の生活設計と

いう大きな流れの中で、経営環境資

源としての土地をどのように生かし

ていくかを考えていくということで

す。ここには建物を建てるか否かは

二の次になっています。

図表�を見てください。

図表�のように、「一般的な土地

の有効活用」は不動産のみの特性か

らアプローチしているのに対して、

「あるべき土地の有効活用」の場合

はアプローチ方法が全く正反対にな

ります。「不動産の特性」は単なる

分析ポイントの一つに過ぎず、それ

以前に以下の３つの要因を含めた４

大要因をきちんと認識した上で、有

効活用の手法を模索していかなけれ

ばならないということです。

�オーナー要因

４つの要因の中で最重要視しなけ

ればならない項目です。ポイントは、

「なぜ土地活用をしたいのかが戦略

の中で決定されたかどうか」という

ことです。オーナーにとっての希

望・夢・これからの将来にわたる生活

設計などを事前に理解しておかない

ととんでもない企画が生まれてしま

うことになります。
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５．依頼者の「思い」の深さ
を知る

４．「土地の有効活用」の
現実



�社会要因

社会要因は、現状の社会の

空気だけではなく、今後、

中・長期にわたって影響を受

ける時間的要因ともいえま

す。社会や経済の潮流を常に

定点観測しておく日常が重要

なポイントとなってきます。

つまり「これからの社会に

とって必要なものは何か、ど

ういう切り口が要求される社

会か」ということを考慮して

いかなければならない要因です。

�環境要因

企画対象となる土地を中心に、そ

の周辺環境や立地近辺の人の動きや

交通状況、周辺施設や地域事業特性

などを調査・分析することがテーマ

となります。

地域民力や、競合施設などの推移

も環境要因の大きなポイントとなっ

てきます。

つまり「周辺の環境を上手に活か

せるビジネスは何か」ということが

重要視されるわけです。

�立地要因

立地要因とは、企画対象となる土

地そのものの性格分析です。その土

地が持っている様々なプラス・マイナ

ス要素を把握して分析することとな

ります。調査項目としては大半は企

画の制限・規制要因といえます。つ

まりすべての立地要因は、マイナス

面をカットして、残っているプラス

要素に付加価値をつけていくための

基本的調査といえるわけです。

ポイントは、「この土地にとって

必要なものは何か」を探すことです。

前述した４つの要因を少し理解し

ておくだけでも、「土地の有効活用」

に対する認識が大きく変わってくる

はずです。

例えば有効活用といっても必ず何

かをしなければならないというもの

でもありません。様々な角度からみ

て、現状のまましばらく凍結してお

くことがベストであるという選択肢

が成り立つケースもあるからです。

ただ、現状維持といっても現状がど

ういう状態なのかといった点が問題

であり、仮設ビジネスや駐車場ビジ

ネス、短期・小規模ビジネスへのシ

フトも現状維持の範囲に入ります。

簡単に言えば、土地のポテンシャル

が上がるのを待つという手法といえ

るでしょう。

土地は一度手放せば同じものは二

度と手に入らないと考えるべきであ

り、同時に、売却すると多額の税負

担が待っています。それでも十分な

検討を行った結果、土地を売却する

のが最善の策ということならば、こ

れも広い意味での有効活用というこ

とになります。立地と事業バランス

がミスマッチを起こしている場合、

事業を優先したいなら敷地を売却し

ていくのも一つの方法といえるでし

ょう。

ここでは土地の有効活用という不

動産コンサルティング事例をベース

に考えてみました。ただ、こうした

考え方は不動産活用にとどまりませ

ん。あらゆるコンサルティング業務

もすべて同じ理解をしておかなけれ

ば、新しい時代におけるコンサルテ

ィング業務を成立させることは困難

になるはずです。
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(図表④)　不動産コンサルティングの考え方�

不動産業者の視点�

不動産コンサルタントの視点�
�

この部分の調査はほぼ皆無�

不動産オーナーの想いや考え方から将来のヴィジョン、企業ならば、その会社の経営理念を徹底的
にヒアリングすることから始めます。次に世の中や社会の流れ、その地域の人口動態の調査を行い
ます。そして、その不動産の特性について調整・分析を行い、その上で企画し提案を行います。�

不動産が持つ固有の特性のみを調査し、�
自社商品の売り込みを目的とした提案�

オーナー要因� 社会要因� 環境要因� 立地要因�

●ダンコンサルティング株式会社
代表取締役　塩見　哲（税理士）

中小企業の目的である「継続」をテーマに、企業哲学、理念、風土
を軸とした経営不動産戦略の立案・企業診断・再建計画・出店戦
略・事業承継・不動産活用・建築企画・経営資源の活性化に関する
コンサルティング・プロデュース業務を一貫して行っている。

●ダンコンサルティング株式会社
不動産コンサルタント　松岡　泰輔
（不動産コンサルティング技能登録者・
ファイナンシャルプランナー）

1993年　武蔵大学　経済学部　経営学科卒業
不動産会社を経て、ダンコンサルティング株式会社に入社。不動産
コンサルタントとして顧問先を始めとする資産家への不動産に関す
る各種アドバイザリング業務や不動産有効活用に関する調査・企画
立案及び実行時のプロデュース業務を担当している。



● 独自のビジネスの仕組み

四季リゾーツの売りは「オールシー
ズン１泊朝食付き5,250円」だ。この
ような低価格で、とりわけ箱根や伊
豆、軽井沢といったリゾート地で、採
算が取れ運営が成り立つのだろうか。
同社の事業は下図のような仕組み
となっている（図：ビジネスモデル
の概要）。
運営の存続に困窮する各企業の保
養所と提携し、「四季倶楽部」とい
うひとつのリゾート組織として取り
まとめ、運営にあたる。施設オーナ
ーである各企業は経営を委託し、ラ
ンニングコストを一切かけることな
く施設を存続できるという仕組み
だ。宿泊客はこれまでの利用客（提
携企業の福利厚生を受ける構成員）

に加え、一般客も同じ価格で利用す
ることができる。
「バブル崩壊後、企業の保養所は、
平均すると１部屋あたり年間400万
円の赤字を生み出しています。その
結果、閉鎖や売却というリストラを
検討するも、買手もつかない市況下
では、それさえも進めることができ
ないのが現実です」と、保養所の現
状を語るのは同社の山中直樹社長。
「一般の保養所は、企業の構成員
だけが利用できるもの。当然、利用
時期は限られてくるし、せっかくリ
ラックスしに出掛けても、まわりが
会社の人ばかりだと休んだ気になれ
ない人もいるでしょう。こうした施
設に毎年何千万もの赤字を垂れ流す
のはおかしいと考えたのです」と、
さらに保養所の問題点を指摘する。

● 採算性への裏付け

利用者は5,250円という低価格で
宿を利用でき、企業は設備投資やラ
ンニングコストがかからない――。
双方に魅力的な条件だが、これで採
算が取れるのだろうか。
「もともと経理部に在籍していた
こともあり、数値の上の採算性には
自信がありました。積み上げ方式
で、経営コストに見合う利用価格を
設定するのではなく、5,250円とい
う利用料で提供できるサービスを考
え直したのです」
その内容とは、『過剰なサービス

を排除し、廉価な料金で提供する』
ことだ。チェックインした後は、呼
ばれない限り客室を訪ねない。布団
敷きも利用客自らが行い、食事は各
部屋でなく食堂を利用。きめ細かな
サービスは無いが、施設の清掃を徹
底し、清潔で快適な空間を提供す
る。１人のスタッフがフロント業務
や清掃、調理などすべてをこなすこ
とで、マンパワーを最大限に生か
す。
「サービスが悪いと感じる方もい
るかもしれませんが、過剰なサービ
スへの対価を求められることに、疑
問を感じている人も少なくありませ
ん。もちろん充実したサービスを求
める方は、そうした施設を利用すれ
ば良いのですから」
利用する立場から、宿に何が必要
かを問うた結果だ。
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不動産ニュービジネス最前線

収益の上がらない保養所を
低価格宿泊施設に再生 （株）四季リゾーツ

企業の福利厚生施設としてリゾートに設けられた保養所ーー。この保養所の多くが、利用率の低下や繁閑

など利用の偏り、高いランニングコストによって、規模の縮小、閉鎖や売却に追い込まれている。こうした

リストラにあえぐ保養所の経営を受託し、低価格宿泊施設として蘇
よみがえ

らせたのが四季リゾーツだ。同社は三菱

地所の社内ベンチャーによって2001年に立ち上げられた。設立７年目にしてさらに拡大を続ける、独自の

ビジネスの仕組みとこれまでの経緯を探る。

図：ビジネスモデルの概要



●社内ベンチャーを立ち上げる
きっかけ

同社は2001年、三菱地所の社内ベ
ンチャー企業として設立された。社
内ベンチャー制度が始まったのは
1999年。その年の７月に社内への発
表と募集があった。出資金１億円以
内、承認されれば新会社に社長とし
て出向し、３年後に黒字転換の場
合、出向継続か新会社の転籍を選択
できるというものだ。
ベンチャーに対する社内の関心度
は低かったが、山中社長は、「こん
な機会はない。三菱地所のベンチャ
ースピリットを自分の手で実践して
みたい」と、いくつかの案件をひね
り出した。
そんなおり、JR東日本の宿泊施設
に家族で滞在し、贅沢ではないけれ
ど清潔な施設、プロではないけれど
一所懸命なスタッフに好感を持っ
た。そのとき売店で手にした本が
『故郷になってください――JR東日
本が日本の旅を変える』だった。当
時の松田昌士社長が呈した「４人家
族が２万円で泊まれるリゾートホテ
ルを」の言葉に共感し、これが今回
の事業のもとになったのだという。

●起業、難航、そして軌道に乗
るまで

ベンチャー事業案の応募締切り
は、制度発表から約４カ月後の10月
末。山中社長は、締め切り当日の夜
に案件を提出した。翌年２月、19件
の応募の中から、四季リゾーツを含
む２件が採択され、その後の9カ月
間は、フィージビリティスタディと
して、採算性や現実可能性を探る期
間にあてられた。入社後４年間、総
務部に所属し、その後６年間、経理
部に配属され、その後、１年間は関
連事業部に在籍した山中社長のベン
チャー人生が始まったのだ。
以前、利用したことのある自社の
箱根の保養所をモデルに、経営の仕
組みを組み立てた。サービス内容、
採算性などを熟考し「これはいけ
る」と思った。ところが、思ったよ

うには運営を委託してくれる企業は
現れなかった。
「ビジネスモデルの資料を携えて、
100社以上の保養所を回り説明をし
ました。８～９割の企業がこんなプ
ランを待っていたと言いつつ、採算
性については理解を得られませんで
した。成功したらまた来てくれと言
われることもしょっちゅうでした」
と、当時の反応の厳しさを振り返る。
「縦に首を振ってくれる企業が見
つからないまま、もはや事業は打ち
切りかと諦めていたところに、い
すゞ自動車健保組合の担当の方から
連絡があり、“この保養所をあなた
と心中させる覚悟で”と有り難い言
葉をいただきました」。
こうして箱根にある自社といすゞ
自動車健保組合の保養所、計２施設
28室で事業がスタートした。ところ
がオープン当初から運営は難航。12
人の従業員のうち８人が早々と辞め
てしまい、運営は破たん寸前に。横
浜の自宅から妊娠７カ月の夫人、九
州からは70歳の母が手伝いに来た。
幼稚園の娘も手伝ってくれた。
こうした時期を何とか乗り越え、

事業が軌道に乗り始めると、新聞や
テレビで取り上げられるようにな
り、以前、営業に回った保養所から
声が掛かり、徐々に規模が広がって
いった。

●理念を貫きぶれない事業を

現在、施設は全国112箇所に広が
った。四季倶楽部に登録する団体の
構成員は340万人。全施設の稼働率
は平均90％、箱根地区では95％を超
える。
昨年から直営施設の運営だけでな
く、旅館やリゾートホテルと提携
し、海外の３施設を含む91施設と提
携を結んだ。ここでも、１泊朝食付
き5,250円のサービスは変わらない。
運営のノウハウを提供し送客を行
う。代わりに客室の一部を提供して
もらい、予約配信料として売り上げ
の５％を還元してもらう仕組みだ。
こうした順調な伸びを見せている
が、提携によって施設間のばらつき

が生じないよう、提携先の品質には
気を配っている。また、週末しか利
用できない家族連れなどが、優先的
に予約できる体制も整えた。できる
だけ多くの人に喜んでもらいたいと
いう理念のもと、柔軟に事業を改善
するのが同社の方針だ。
これまでにリゾート事業を手掛け
る企業から、事業提携などの誘いを
受けることは少なくなかった。
「事業の拡張とともに、“一緒にビ
ジネスを成功させよう”という誘い
はたくさんありました。しかし、この
事業の目的は規模と利益の拡大では
ありませんので、お断りしてきまし
た。今後も事業の安定拡大とパートナ
ーの供給拡大を目指していきます。
これによって得た利益を手数料やサ
ービスに還元し、より厚い顧客層を
得ることが当社の事業の目的です」
同社の成功の鍵は、事業理念に対
してぶれない施策にあるようだ。
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このほど新規に経営受託した北海道の保養施設

山中直樹取締役社長

（会社データ）
社　　　名／株式会社　四季リゾーツ
本店所在地／東京都千代田区大手町
設　　　立／2001年2月
資　　　本／8,500万（三菱地所（株）連結

100％子会社）
取締役社長／山中直樹
社　員　数／120人
事業内容／ホテル、旅館経営
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国土交通省調べ

【 特 集 ２ 】

平成18年度

民間住宅ローンの実態に関する
調査結果について

国土交通省は平成19年６月29日、平成18年度の民間住宅ローンの実態に関する調査結果を発表し

た。これは同省が民間住宅ローンの供給状況の実態等について把握し、住宅政策立案を行っていく

ための基礎資料を作成することを目的として、民間金融機関を対象に平成15年度から実施している

もの。平成18年度の調査は、平成19年２月から３月にかけて国内の銀行、信用金庫、信用組合、生

命保険会社など1,631社を対象に行われ、1,482件の回答を得た（回答率90.9％）。以下に内容を抜粋

して紹介する。

※調査結果の詳細については、国土交通省のホームページ（http://www.mlit.go.jp/）にて入手可能です。
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【調査結果のポイント】

1. 民間金融機関における個人向け住宅ローン全
体の新規貸出額の金利タイプ別の実績のうち、
全期間固定金利型、証券化支援ローン及び固定
金利期間選択型（10年超）の住宅ローンの割合の
合計は、平成17年度の16.6％から平成18年度上半
期の22.4％へと上がっています。
2. 民間金融機関における長期・固定金利の住宅
ローン等に関する審査項目としては、「完済時年
齢」、「借入時年齢」、「返済負担率」、「勤続年数」、
「年収」、「担保評価額」等を重視するとの回答数
が多くなってます。
3. 住宅ローンの商品ラインアップとしては、「疾病
保障付き」及び「金利事前設定」の取扱いが多く
なっています。

【平成15年度～平成18年度の調査結果の傾向】

1. 平成13年度から平成18年度上半期までの個人
向け住宅ローン全体の実績の金利タイプ別の割
合の推移を見ると、変動金利型、固定金利期間
選択型（３年）の割合が下がっており、固定金利
期間選択型（10年）、全期間固定金利型の割合が
上がっています。

2. 民間金融機関における長期・固定金利の住宅
ローン等に関する審査項目としては、「完済時年
齢」、「借入時年齢」、「返済負担率」、「勤続年数」、
「年収」、「担保評価額」等を重視するとの回答が
常に多くなっています。

1. 個人向け住宅ローン全体の融資実績　

�　個人向け住宅ローン全体の実績　

●新規貸出額

平成16年度は、100,025億円、平成17年度は、
104,823億円、平成18年度上半期は49,127億円とな
っており、平成17年度の新規貸出額は前年度比
4.8％増となっている（表１）。



●貸出残高

平成16年度末時点では、463,437億円、平成17
年度末時点では、483,218億円、平成18年度上半
期末時点では495,233億円となっており、平成17
年度末の貸出残高は前年度末比4.3％増となって
いる（表２）。
�　新築住宅の建設・購入に係る融資の実績

●新規貸出額

平成16年度は、11,215億円、平成17年度は、
11,811億円、平成1８年度上半期は3,767億円となっ
ており、平成17年度の新規貸出額は前年度比5.3％
増となっている。
●貸出残高

平成16年度末時点では32,009億円、平成17年度
末時点では33,668億円、平成18年度上半期末時点
では354,687億円となっており、平成17年度末の貸
出残高は前年度末比5.2％増となっている。
�　他の住宅ローンからの借換えの実績

●新規貸出額

平成16年度は3,107億円、平成17年度は5,345億円、
平成18年度上半期は2,427億円となっており、平成17
年度の新規貸出額は前年度比72.0％となっている。
●貸出残高

平成16年度末時点では16,933億円、平成17年度
末時点では19,897億円、平成18年度上半期末時点
では22,115億円となっており、平成17年度末の貸
出残高は前年度末比17.5％となっている。

2. 個人向け住宅ローン実績における金利タイプ別

融資の割合

●新規貸出額

平成17年度は、固定金利選択型（３年）の割合が
最も高く（33.2％）、次いで固定金利選択型（２年）、
変動金利型となっている。平成18年度上半期は、
固定金利選択型（３年）の割合が最も高く（25.0％）、
次いで固定金利選択型（10年）、全期間固定型とな
っている（表３）。
●貸出残高

平成17年度末時点では、変動金利型の割合が最
も高く（35.6％）、次いで固定金利選択型（３年）、
固定金利選択型（10年）となっている。平成18年度
上半期末時点でも同様に、変動金利型の割合が最
も高く（34.5％）、次いで固定金利選択型（３年）、
固定金利選択型（10年）となっている（表４）。
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表4　貸出残高の推移（全体） 
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表3　新規貸出額の推移（全体） 
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3. 長期・固定金利の住宅ローン等に関する融資審査等

�　審査方法

平成18年度調査では、一部採用を含め約４割が
スコアリング方式により審査と回答。「スコアリン
グ方式では審査を行っていない」との回答は約６
割となっている（表５）。
�　審査項目

平成18年度調査では、「完済時年齢（99.4％）」、
「借入時年齢（98.0％）」、「返済負担率（97.7％）」、
「勤続年数（96.6％）」、「年収（96.1％）」、「担保評価
額（93.2％）」等の回答が多くなっている（表６）。
� 固定期間10年超の住宅ローンのリスクヘッジの

方法

平成18年度調査では、「特に行っていない
（39.8％）」、「ALM会議で金利水準の管理（35.3％）」、

「融資限度を設定（24.2％）」、「金利スワップ取引
（12.4％）」等の回答が多くなっている（表７）。

4. 住宅ローンの商品ラインアップ

13の住宅ローン商品のうち、「現在、商品として
取り扱っている」の割合が最も高いのは「金利事
前設定」の52.4％で、以下、「疾病保証付き（29.5％）」、
「その他金利優遇（19.0％）」、「住宅の質誘導型金利
優遇（12.8％）」が続いている（表８）。

表6　融資を行う際に考慮する項目 
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少子化対策型金利優遇�

その他金利優遇�

金利事前設定�

産休・育休期間返済緩和型�
返済条件優遇�

疾病保証付き�

その他返済条件優遇�

リバースモーゲージ�

ノンリコースローン�

ホームエクイティローン�

0％� 20％� 40％� 60％� 80％� 100％�

表7　固定期間10年超の住宅ローンのリスクヘッジ方法 
0.0％�

リスクヘッジは�
　特に行っていない�

ＡＬＭ会議で�
　金利水準の管理を行い�

　リスクヘッジする�

融資限度額を�
　設定して�

　リスクヘッジする�

金利スワップ取引により�
　リスクヘッジする�

証券化支援事業により�
　リスクヘッジする�

証券化支援事業によらない方法で�
　住宅ローンの証券化を行い�

リスクヘッジする�

その他�

10.0％� 20.0％� 30.0％� 40.0％� 50.0％�

平成18年度調査�
Ｎ＝1132�
平成17年度調査�
Ｎ＝1020�
平成16年度調査�
Ｎ＝922

39.8％�

44.4％�

30.9％�

35.3％�

21.1％�

22.7％�

24.2％�

34.3％�

35.5％�

12.4％�

18.2％�

36.7％�

4.8％�

5.4％�

8.8％�

1.4％�

1.9％�

1.3％�

10.0％�

11.4％�

7.8％�

39.8％�

44.4％�

30.9％�

35.3％�

21.1％�

22.7％�

24.2％�

34.3％�

35.5％�

12.4％�

18.2％�

36.7％�

4.8％�

5.4％�

8.8％�

1.4％�

1.9％�

1.3％�

10.0％�

11.4％�

7.8％�

表5　スコアリング方式で審査を行っているか否か 

0％� 20％� 40％� 60％� 80％� 100％�

平成18年度調査�
Ｎ＝1387 19.7% 19.7% 60.6%

16.7% 16.1% 67.2%

23.0% 3.6% 73.4%

30.5% 7.6% 61.9%

平成17年度調査�
Ｎ＝1264

平成16年度調査�
Ｎ＝1385

平成15年度調査�
Ｎ＝1173

スコアリング方式を中心にして審査を行っている�
スコアリング方式により一部審査を行っている�
スコアリング方式では審査を行っていない�
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�　不動産取得税とは

不動産取得税は、土地と建物の所有権を取
得した者に対して、その不動産の所在する

都道府県が課税する税金です。ただし、相続など形式
的な所有権の移転による不動産の取得については、非
課税とされます。
�　不動産取得税の計算方法

� 税額の計算 不動産取得税は、課税標準に税率を掛
けて計算します。
� 課税標準 不動産取得税の課税標準は、原則として
土地と建物の取得時の固定資産税評価額です。ただし、
平成21年３月31日までに宅地を取得した場合、固定資
産税評価額の２分の１相当額を課税標準とします。
� 税率 不動産取得税の税率は、原則４％です。た
だし、平成21年３月31日までに住宅又はその土地を
取得した場合、税率は３％です。
�　住宅に係る課税標準の特例

� 新築住宅の場合 床面積50�（貸家共同住宅は40�）
以上240�以下の新築住宅については、一戸につき
1,200万円を課税標準から控除できます。
� 既存住宅の場合 次の�から�までのすべての要
件に該当するときは、�に記載する額が課税標準か
ら控除されます。
� 平成17年４月１日以後に取得した住宅で個人が
自己の居住用として取得したもの

� 床面積50�以上240�以下のもの
�　次のいずれかの要件に該当していること
イ．非木造は新築後25年以内、木造（軽量鉄骨造
を含む)は新築後20年以内に新築された住宅
であること。

ロ．平成17年４月１日以後に取得した住宅で昭和57
年１月１日以後に新築されたものであること。

ハ．平成17年４月１日以後に取得した上記イ．ロ．
に該当しない住宅で、建築士等が行う耐震診
断によって新耐震基準に適合していることの
証明がされたもの。

� 控除額（昭和51年以降取得分）は、一戸につき次

の新築時期の区分に応じ、それぞれに掲げる金額
となります。
イ．平成９年４月１日以降新築の場合は、1,200万円
ロ．平成元年４月１日から平成９年３月31日まで
に新築の場合は、1,000万円

ハ．昭和60年７月１日から平成元年３月31日まで
に新築の場合は、450万円

ニ．昭和56年７月１日から昭和60年６月30日まで
に新築の場合は、420万円

ホ．昭和51年１月１日から昭和56年６月30日まで
に新築の場合は、350万円

�　特定の住宅用地等の取得に係る減額措置

� 適用要件 次のいずれかの要件に該当し、かつ、土
地上にある住宅が�の適用対象となることが必要です。
�　新築住宅用土地の取得
イ．土地を取得後３年以内にその土地上に住宅が
新築されていること。ただし、土地の取得が
平成14年４月１日以後で、土地取得者が住宅
の新築までその土地を引き続き所有している
場合、又は土地取得者から土地を取得した者
が住宅を新築した場合に限る。

ロ．土地取得者が、取得日から原則として３年以
内にその土地上に住宅を新築していること。
ただし、土地取得者が住宅の新築までその土
地を引き続き所有している場合に限る。

ハ．借地して住宅を新築した者が、新築後１年以
内にその敷地を取得していること。

� 自己が居住する中古住宅用土地の取得
イ．土地取得日から１年以内にその土地上の住宅
を取得していること。

ロ．借地して住宅を取得した場合において、取得
後1年以内にその敷地を取得していること。

� 軽減額 次の�又は�のいずれか多い税額が軽減さ
れます。
�　 45,000円
� １�当たり土地の課税標準額×住宅の床面積の
２倍（200�が限度）×３％

マイホームを購入した場合の不動産取得税の取扱い

Q マイホームを購入した場合の不動産取得税の取扱いについて教えてください。

A

税理士法人タクトコンサルティング　

情報企画室長 税理士 山
やま

崎
ざき

信
のぶ

義
よし

先生
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海谷・江口・池田法律事務所　

弁護士　江
え

口
ぐち

正
まさ

夫
お

先生

�　期間を定めた建物賃貸借契約と解約申

入れ

建物の賃貸借契約を締結するときには、賃
貸期間を定めているのが通常です。賃貸期間は２年～
３年とするものが一般的ですが、民法では契約期間内
はオーナー側もテナント側も解約の申入れができない
ことを原則としています。期間を定めて賃貸借契約を
締結した以上、契約は守らなければなりませんから、
少なくともその期間内は賃貸借を継続するのが原則だ
というわけです。
� 賃貸借契約における期間内解約権

しかし、契約期間中は絶対に賃貸借契約を解約でき
ないというのも窮屈な話です。民法では、賃貸期間を
定めていても、期間内に解約できる旨を合意していた
場合には解約をすることができるものと定めています
（民法618条）。建物の賃貸借では、解約の申入れの日
から３か月を経過すると賃貸借は終了すると定められ
ています（民法617条）。
�　期間内解約権のオーナーに対する制約

民法上は、契約で定めていればオーナー側もテナン
ト側も平等に期間内解約ができることになっています
が、借地借家法では、オーナー側が賃貸借契約を契約
期間内に解約しようとするときは、２つの制約が付け
られることになっています。
１つは、オーナー側に限り、解約の申入れをする

には正当事由が必要とされていることです（借地借家
法28条）。もう１つは、オーナー側が解約を申し入れ
た場合に限り、賃貸借契約は解約申入れの日から６
か月を経過することによって終了するとされている
ことです（借地借家法27条）。テナント側からの解約
申入れの場合には、この適用はありませんから、テ
ナントからの解約の場合は民法の定めのとおり、解
約申入れから３か月を経過すると賃貸借契約は終了
することになります。
ご質問のケースでは、著しい老朽化と付近の高度利

用の必要性等の事情から解約申入れをしたとのことで
すが、それらの事情が正当事由を満たしているとする

と、賃貸借契約はオーナー側の解約申入れから６か月
を経過することにより終了したものと解されます。
�　解約予告期間経過後のテナントの使用継続

オーナー側の解約申入れが正当事由を具備している
とすれば、賃貸借契約は既に終了していますから、そ
の後のテンナトによる建物の使用継続は占有権原を有
しないにもかかわらず建物を使用していることにな
り、建物の不法占拠ということになるはずです。
� 訴訟提起までは放置してもよいのか？

そこで、最終的には建物明渡請求訴訟を提起するこ
とになります。その際に問題となるのは、いずれは訴
訟を提起するつもりだが、すぐには訴訟を提起する意
思はないという場合に、それまで何もせずに放置して
おいてもよいのかということです。
実は、将来的には訴訟を起こすつもりだからと言っ

て、テナントによる使用継続を長期間放置してもよい
というわけではありません。もしオーナー側が、既に
賃貸借契約は解約により終了したのだからと安心し
て、そのまま放置すると、賃貸借契約は借地借家法の
法定更新の規定により更新したものとみなされてしま
うのです。
�　テナントの使用継続と法定更新

借地借家法27条は、オーナー側に正当事由が具備さ
れていれば賃貸借契約の解約を認めるのですが、その
際に賃貸借契約が期間満了によって終了した場合と同
様に扱うと定めています（借地借家法27条２項）。賃貸
借契約が期間満了によって終了した場合の措置とは、
期間満了により賃貸借契約が終了した後に賃借人が賃
借建物の使用を継続するときに、賃貸人が遅滞なく異
議を述べなかった場合は、賃貸借は従前の契約と同一
の条件で更新したものとみなすとされていることをい
います。
したがって、解約申入れにより契約が終了した場合

でも、賃借人が使用を継続するときは、直ちに訴訟を
提起する場合は別ですが、いずれ訴訟を提起すればよ
いと考えて放置すると明渡しを求めることができなく
なりますので注意する必要があります。

A

賃貸借契約の解約申入れとその後の使用継続

Q
建物の著しい老朽化と、周囲の土地の高度利用等の事情から賃貸借契約を解約
する旨を申し入れましたが、解約予告期間を経過した後もテナントが居座って
いる場合、どのように対応すべきでしょうか。



申込場所がご質問者の勤務場所であり、か
つ、申込日が６日前なので、クーリングオ
フによる申込みの撤回が可能です。仮に申

込みの際、申込みを撤回できる旨及び申込み撤回方法
の告知を受けていたとしても、その後８日を経過して
いませんから、クーリングオフの権利を行使すること
ができます。
さていつの時代にも、様々な分野において、訪問販売

や電話勧誘などを利用し、購入意思が確実ではないの
に強引に商品を売りつける押付け商法が存在します。
宅地建物取引でも、かつて訪問販売や旅行先での販

売など不安定な状況での取引が行われ、苦情や紛争が
多発したことがありました。そのため昭和55年に宅建
業法が改正され、クーリングオフの制度が導入されて
います。
クーリングオフの語源は、感情的な高ぶりを冷ます

ことを意味する「cooling-off」という英語です。一時的
な感情で商品購入を申し込み、あるいは売買契約を締
結したけれども、購入申込みや契約締結の状況が冷静
な判断を行うには不適当な状況だったときには、購入
後一定期間、買主・申込者から通知をすることによって、
申込みの撤回や契約解除が認められます。これがクー
リングオフの制度です（宅建業法37条の２第１項前段）。
クーリングオフの適用要件については、（イ）当事者、

（ロ）取引場所、（ハ）適用の例外の３つを理解しておかな
ければなりません。
（イ）当事者については、業者自らが売主、業者以外の

一般購入者が買主となる場合に、クーリングオフ
が適用されます。売主が業者ではない場合や、あ
るいは売主と買主のいずれも業者である場合には、
適用はありません（78条２項）。

（ロ）取引の場所としては、申込みや契約が、業者の
事務所等以外の場所においてなされた場合に適
用があります。業者の事務所等以外の場所とは、
申込者・買主の自宅や勤務先、旅行先や飲食店
などです。

（ハ）適用の例外に関しては、クーリングオフが適用さ

れない３つの例外が定められています。
第１番目の例外は、申込者・買主から申出があった
場合です。自宅又は勤務場所で契約に関する説明を
受ける旨を申し出た場合には適用除外となります（規
則第16条の５第２号）。
第２番目の例外は、申込者・買主が、申込みの撤回
等ができる旨及び申込みの撤回等を行う方法を告知
された場合において、告知日から８日を経過したと
きです（37条の２第１号）。告知がなければ、８日の
期間は開始せず、申込みや契約から８日を経過して
もクーリングオフの権利行使が可能です。
第３番目の例外は、買主が、宅地又は建物の引渡

しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときで
す（37条の２第２号）。売買契約が決済されて終了
した場合にまで契約解除を認めるのは、取引の安全
を害するので、例外とされています。
ところでクーリングオフの権利は、申込みの撤回や

契約解除を通知することによって行使しますが、申込
みの撤回や契約解除の通知は、書面によらなければな
りません。契約解除・申込みの撤回は、書面を発した
時に、その効力を生じます（37条の２第２項）。書面に
ついては、確実性や後日の紛争防止を考えれば、内容
証明郵便を利用すべきでしょう。
申込者・買主がクーリングオフの権利を行使した場

合、売主業者は損害賠償又は違約金の支払を請求する
ことはできません（37条の２第１項後段）。申込みの撤
回・契約解除が行われた場合、業者は、速やかに、手付
金などを返還しなければなりません（37条の２第３項）。
クーリングオフに関する規定は強行規定です。法律

の定めと異なる特約を付したとしても、特約が買主・申
込者に不利な内容であるときには、その特約は無効と
されます（37条の２第４項）。
なおクーリングオフの趣旨を考えれば、クーリング

オフの適用されないケースにおいても、業者は、購入
意思の確実さを担保できる状況の下で、申込みや契約
締結がなされるよう配慮しなければならないものとい
うことができます。

クーリングオフ

Q

A

私の勤務先に６日前に宅建業者の来訪があり、その業者を売主とする住宅購入につい

て、執拗
しつよう

に勧誘を受けたために、その場で申込みをしてしまいました。クーリングオ

フによる申込みの撤回ができるでしょうか。

山下・渡辺法律事務所　

弁護士　渡
わた

辺
なべ

晋
すすむ

先生
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この度、第43回全国不動産会議が群馬県民会

館で開催されますことは誠に光栄で、群馬県本

部会員一同心より感謝申し上げます。

群馬県本部は会員数300社を目指して組織拡

大に全力を挙げているところであります。不動

産会議開催を契機に会員相互の連帯意識が増

し、組織の活性化にも役立っています。

これもひとえに、諸先輩方のご指導と総本部、

関東地区各本部のご協力のたまものと誠にあり

がたく厚く御礼申し上げます。

メインテーマ「見直そう地域の力と日本の文

化」は人口減少社会の影響を少なからず受ける

地方圏の活力を少しでも引き出すことができれ

ばという願いを込めて設定しました。この機会

に不動産業に携わる我々が地域活性化のお手伝

いができれば幸いに存じます。

第二部では猪瀬直樹先生に「この国のゆくえ」

というテーマで講演をしていただき、一般消費

者の方にも多数の参加がいただけるものと期待

しております。

視察研修では名湯といわれる草津温泉をはじ

め、絹産業遺産の施設や群馬県の紅葉名所を巡

って楽しんでいただければ幸いに存じます。ぜ

ひこの機会に大勢の皆様にお越しいただき、上

州の空気を肌で感じていただきたく、会員一同

心よりお待ち申し上げます。

第43回 全国不動産会議
群馬県大会開催にあたって

群馬県本部長 笠原　美吉

群馬県民会館

グリーンドーム前橋

第43回 全国不動産会議
群馬県大会

メインテーマ
「見直そう地域の力と日本の文化

－起こせ上昇気流の空っ風－」

日　時 平成19年10月25日（木）
〈14:00～19:30〉

会　場 群馬県民会館
群馬県前橋市日吉町1-10-1
【式　典】14:00～15:00
【講　演】15:10～16:40  

懇親会 グリーンドーム前橋
群馬県前橋市岩神町1-2-1
〈17:30～19:30〉
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栃木県本部長　大柿　二郎

平成15年３月に27社の会員で立ち上げた栃木県本

部も、４年が過ぎて現在主従事務所合わせて100社

が集うまでになりました。

今般、５周年を前にした会員増強推進に当たって、

５月に全会員に「全日」を知ったきっかけ、入会した

動機をアンケート形式で回答いただいたところ、「知

人から聞いて」42.5％、「新聞広告を見て」17.5％、

「県の住宅課で聞いて」12.5％が上位ランキングであ

りました。そこで、「知人から聞いて」の効果が大と

して、本部長と副本部長２名でチームを組み既会員の

事務所及び県住宅課を表敬訪問し、協会チラシ、リー

フレット等を配布して、開業希望者への口添え宣伝等

を要請しているところであります。

また、６月に実施したアンケート調査によれば、研

修会において受講したい分野・講座は、「不動産にま

つわる税制」や「取引にかかわるトラブルの発生と事

件事故の実例及び解決例」、「重要事項の説明について」

等が挙げられました。研修委員会では、このアンケー

ト結果に基づいた研修会を設定。地元税理士会とも綿

密な打合せを行うなど、会員要望に応えるべく活発に

活動しております。

７月には総務委員会が中心となり、公益事業として

栃木県警察本部と「子ども110番」覚書を締結し、

会員店舗と自宅用にステッカー２枚及び対応マニュア

ルを配布して地域の子どもを守るための活動を展開し

ました。また、毎月第３火曜日を不動産無料相談日と

して県本部を開放し、相談委員が不動産に関する相談

に対応しております。

さらに、地震で被災した新潟県柏崎市への義援金募

集や盲導犬育成事業に対する寄付金募集を実施し、先

ごろ当事者に無事お渡ししたところであります。

このように、活発な福祉活動を通して社会や地域に

貢献することで「全日」の名を高め、もって不動産業

者の社会的地位を高揚することで一般消費者の信頼を

得んものと、会員一丸となって邁進している毎日です。

活発な福祉活動で
地域の信頼獲得を目指す

栃木県本部

活発な福祉活動で
地域の信頼獲得を目指す

栃木盲導犬センター奈良部氏に募金を手渡す（左から）大柿本部長、
岡澤副本部長、嶋田総務委員長
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いわゆる「中間省略登記」に係る不動産取引の運用改善について

標記に関し、平成19年５月30日に規制改革会議において決定された『規制改革推進のための第１次

答申』を踏まえ、今般、『規制改革推進のための３か年計画』が平成19年６月22日に閣議決定されたと

ころである。

これを踏まえ、宅地建物取引業法の適用関係に関し、下記事項について、貴団体加盟の業者に対す

る周知及び指導を行われたい。

記

甲（売主等）、乙（転売者等）、丙（買主等）の三者が宅地又は建物の売買等に関与する場合において、

実体上、所有権が甲から丙に直接移転し、中間者乙を経由しないことになる類型の契約である「第三

者のためにする売買契約の売主から当該第三者への直接の所有権の移転」又は「買主の地位を譲渡し

た場合における売主から買主の地位の譲受人への直接の所有権の移転」については、乙が宅地建物取

引業者で丙が一般消費者であるとき、契約形態の違いに応じ、宅地建物取引業法の適用関係について

次の点に留意すること。

１． 甲乙間の契約を第三者のためにする契約とし、かつ、乙丙間の契約を他人物の売買契約とする場

合において、乙が他人物の所有権の移転を実質的に支配していることが客観的に明らかである場合

には宅地建物取引業法第33条の２の規定の適用が除外されることとなるよう、宅地建物取引業法施

行規則（昭和32年建設省令第12号）第15条の６の規定を改正したこと（平成19 年７月10日公布・施行）。

２． 乙丙間において買主の地位の譲渡を行う場合、又は甲乙間の契約を第三者のためにする契約とし

乙丙間の契約を無名契約とする場合は、乙丙間の契約は民法上の典型契約たる宅地建物の売買契約

とは異なるため、乙が宅地建物取引業者であっても売買契約に関する宅地建物取引業法の規律を受

けない。

一方、この場合には、乙丙間の契約について乙に重要事項説明や瑕疵担保責任の特例等の宅地建

物取引業法上の規制が及ばず、また、不適切な行為があった場合に宅地建物取引業法違反の監督処

分を行えないため、丙は消費者保護上不安定な地位にあることから、そのような契約形式による場

合には、宅地建物取引業者乙に宅地建物取引業法上の重要事項説明や瑕疵担保責任の特例等の規制

が及ばないことや、瑕疵担保責任については個別の合意に基づく特約によることなど、丙が自らの

法的地位を十分に理解した上で行うことが前提となる。

このため、丙との間の契約当事者である乙は、そのような無名契約の前提について、丙に対して

十分な説明を行った上で、両当事者の意思の合致のもとで契約を締結する必要があることに留意す

ること。

平成19年７月10日

社団法人全日本不動産協会理事長　殿
国土交通省総合政策局
不 動 産 業 課 長

【国土交通省からのお知らせ】


